
第

二

千

四

百

二

十

九

号

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

一
九
三
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

都
市
政
策
課)

一
九
四

○
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課)

一
九
四

○
岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

一
九
七

告

示

○
公
共
用
水
域
が
該
当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型

の
指
定

(

環
境
管
理
課)

一
九
七

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

一
九
八

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

街
路
公
園
課)
一
九
八

○
恵
那
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

同

)
一
九
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

一
九
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

一
九
九

○
肉
用
子
牛
生
産
者
補
給
金
等
業
務
を
行
う
協
会
の
指
定
解
除

(

畜

産

課)

一
九
九

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
整
備
課)

一
九
九

○
基
本
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

二
〇
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

西
濃
振
興
局)

二
〇
〇

規

則

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
号

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成

二
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中｢(

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
長
が
管
理
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

第
八
条
第
三
項
第
六
号
中｢

第
二
条
第
八
項｣

を｢

第
二
条
第
九
項｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中｢

問
い
合
わ
せ
先｣

の
下
に｢

、
周
知
地
域
の
範
囲｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項

中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

周
知
地
域
の
範
囲

第
十
一
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
周
知
を
実
施
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
見
解
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意

見
を
有
す
る
者
が
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

事
業
者
の
問
い
合
わ
せ
先
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三

周
知
地
域
の
範
囲

四

第
一
号
の
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
当
該
意
見
に
対
す
る
見
解
の
周
知
を
行
う
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
二
十
五
条
中｢

変
更
さ
れ
な
い｣

を｢

増
加
し
な
い｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
号

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

当
該
開
発
区
域
を
所
管
す
る
振
興
局
長｣

を｢
知
事(

当
該
開
発
区
域
を
所
管

す
る
振
興
局
が
あ
る
場
合
は
、
振
興
局
長
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
及
び
第
十
八
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中

｢

振
興
局
長｣

を

｢

知
事｣

に
改
め
る
。

第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で(

第
五
条
第
一
項
を
除
く
。)

の
規
定
中｢

振
興
局
長｣
を｢
知
事｣

に

改
め
、
第
五
条
第
一
項
中｢

前
条
第
一
項
の
振
興
局
長｣

を｢

知
事｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
四
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
管
理
者
と
な
る
道
路
に
つ
い
て
は
、
幅
員
構
成
、
構
造
等
に
つ
い
て

当
該
管
理
者(

予
定
管
理
者
を
含
む
。)

と
協
議
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

別
表
第
二
四
の
項
第
六
号
中

｢

に
規
定
す
る
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
の
基
準
に
準
じ
た
構
造

(

自
転
車
専
用
道
路
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
及
び
歩
行
者
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

令
に
規
定
す
る
基
準)｣

を｢

、
岐
阜
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例(

平
成
二
十
四

年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
三
号)

及
び
当
該
道
路
の
存
す
る
市
町
村
が
定
め
る
市
町
村
道
の
構
造
の
基
準

に
関
す
る
条
例｣

に
改
め
、
同
表
六
の
項
第
三
号
中｢

原
則
と
し
て
事
業
者
が｣

を｢

事
業
者
の
責
任

に
お
い
て
関
係
法
令
に
従
い
適
切
に｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
周
囲
の
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
構
造
及
び
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢振

興
局
長
｣

を｢岐
阜
県
知
事
(

振
興
局
長
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
備

考
第
一
号�
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢振

興
局
長
｣

を｢岐
阜
県
知
事
(

振
興
局
長
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す

る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
開
発
協
議
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
号

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号)

を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中｢

又
は
第
二
駐
車
場
を
使
用
す
る｣

を｢

、
第
二
駐
車
場
又
は
第
三
駐

車
場
を
利
用
す
る｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

又
は
第
二
駐
車
場｣

を｢

、
第
二
駐
車
場
又
は
第
三
駐
車
場｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中｢

使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
条
中｢

知
事
が
定
め
る
附
属
設
備

等
の
使
用
料
の｣

を｢

附
属
設
備
等
及
び
知
事
が
定
め
る｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
利
用
料
金
の
承
認)

第
五
条
の
二

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
利
用
料
金
の
承
認
を
申

請
す
る
と
き
は
、
利
用
料
金
承
認
申
請
書(

別
記
第
四
号
様
式
の
二)

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
六
条
の
見
出
し
中｢
使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

条
例
第
五
条
第
一
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項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
、｢

及
び
第
二
駐
車
場
の
使
用
料｣

を｢

、
第
二
駐

車
場
及
び
第
三
駐
車
場
の
利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中｢

使
用
料
延
納
申
請
書｣

を｢

利

用
料
金
延
納
申
請
書｣

に
、｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

及
び
第
二
駐

車
場
の
使
用
料｣
を｢

、
第
二
駐
車
場
及
び
第
三
駐
車
場
の
利
用
料
金｣

に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中｢

使
用
料
後
納｣

を｢

利
用
料
金
後
納｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣
に
、｢
使
用
料
の｣

を｢

利
用
料
金
の｣

に
、｢

使
用
料
後
納｣

を｢

利
用
料
金
後

納｣

に
、｢

使
用
料
を｣
を｢
利
用
料
金
を｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

使
用
料
後
納
申
請
書｣

を

｢

利
用
料
金
後
納
申
請
書｣

に
、｢
知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

知
事｣

を

｢

指
定
管
理
者｣

に
、｢

使
用
料
を｣
を｢

利
用
料
金
を｣

に
、｢

使
用
料
後
納｣

を｢

利
用
料
金
後
納｣

に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中｢

使
用
料｣

を｢
利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

中｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣

に
、｢

第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書｣

を｢

第
五
条
の
二
第
三
項
た
だ

し
書｣

に
、｢

使
用
料｣

を

｢

利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

使
用
料
返
還
申
請
書｣

を

｢

利
用
料
金
返
還
申
請
書｣

に
、｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

使
用
料
返

還
申
請
書｣

を｢

利
用
料
金
返
還
申
請
書｣

に
、｢

知
事｣
を｢
指
定
管
理
者｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中｢

第
五
条
第
四
項｣

を｢

第
五
条
の
二
第
四
項｣

に
、｢

使
用
料
の｣

を｢

利
用
料
金
の｣

に
、

｢

使
用
料
減
免
申
請
書｣

を｢

利
用
料
金
減
免
申
請
書｣

に
、｢

知
事｣
を｢
指
定
管
理
者｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣

に
、｢

使
用
料
の｣

を｢
利
用
料
金
の｣

に
、｢

使
用
料

減
免
承
認
書｣

を｢

利
用
料
金
減
免
承
認
書｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

準
用)

第
十
条
の
二

第
五
条
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部

(

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
受
を
含
む
場
合
に
限
る
。)

の
停
止
を
命
じ
た
場

合
等
で
、
知
事
が
臨
時
に
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
の
管
理
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、｢

指
定
管
理
者｣

と
あ
る
の
は｢

知
事｣

と
、｢

利
用
料
金｣

と
あ
る
の
は｢

使
用

料｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
１
の
表
備
考
第
二
号
中｢

使
用
す
る｣

を｢

利
用
す
る｣

に
、｢

使
用
時
間｣

を｢

利
用
時
間｣

に
、｢

使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
、｢

、
午
後
及
び
夜
間
の
額
の
合
計
額｣

を｢

又
は
午
後
及
び
夜

間
の
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
三
号

中｢

使
用
す
る｣

を｢

利
用
す
る｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
注
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
注
及
び
別
記
第
四
号
様
式
注
中

｢す
る
｣

を

｢､

｢使
用
料
｣
と
あ
る
の
は
｢利
用
料
金
｣
と
す
る
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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備
考

利
用
料
金
設
定
の
理
由

利
用
料
金
額

区
分

施
設
名
又
は
設
備
名

第
４
号
様
式
の
２
(第
５
条
の
２
関
係
)

利
用
料
金
承
認
申
請
書

年
月

日

岐
阜
県
知
事

様

申
請
団
体
住
所

申
請
団
体
名

代
表
者
名

次
の
と
お
り
利
用
料
金
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
｡

注
必
要
が
あ
れ
ば
､
区
分
等
に
つ
い
て
一
覧
表
を
作
成
し
､
添
付
す
る
こ
と
｡

別
記
第
五
号
様
式
中｢使
用
料
延
納
申
請
書
｣

を｢利
用
料
金
延
納
申
請
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使

用
料
の
｣

を｢利
用
料
金
の
｣

に
、｢施

設

｢附
属
施
設

使
用

料

設
備
等
使
用
料
｣

を｢施
設
利
用
料
金

附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

注
知
事
が
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢岐
阜
県
長

良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
｣
と
あ
る
の
は

｢使
用
料
｣
と
す
る
｡

別
記
第
六
号
様
式
中｢使

用
料
後
納
申
請
書
｣

を｢利
用
料
金
後
納
申
請
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使

用
料
の
｣

を｢利
用
料
金
の
｣

に
、 ｢すべて

｣

を

｢全て
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
知
事
が
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢岐
阜
県
長

良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
｣
と
あ
る
の
は

｢使
用
料
｣
と
す
る
｡

別
記
第
七
号
様
式
中｢使

用
料
返
還
申
請
書
｣

を｢利
用
料
金
返
還
申
請
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使

用
料
の
｣

を｢利
用
料
金
の
｣

に
、｢施

設

附
属
施
設

使
用

料

設
備
等
使
用
料
｣

を｢施
設
利
用
料
金

附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣

に
、｢使

用
料
に
｣

を｢利
用
料
金
に
｣

に
改

め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
知
事
が
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢岐
阜
県
長

良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
｣
と
あ
る
の
は

｢使
用
料
｣
と
す
る
｡

別
記
第
八
号
様
式
中｢使

用
料
減
免
申
請
(承
認
)
書
｣

を｢利
用
料
金
減
免
申
請
(承
認
)
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使

用
料
の
｣

を｢利
用
料
金

の
｣

に
、｢施

設
使

用
料

附
属
施
設
設
備
等
使
用
料
｣

を｢施
設
利
用
料
金

附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
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吉
田
川
(全
域
)

板
取
川
(全
域
)

津
保
川
(全
域
)

武
儀
川
(全
域
)

水
域

生
物
特
Ａ

生
物
Ａ

生
物
Ａ

生
物
Ａ

該
当
類
型

直
ち
に
達
成

達
成
期
間

長
良
川
水
域

備
考

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
知
事
が
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢岐
阜
県
長

良
川
球
技
場
指
定
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
｣
と
あ
る
の
は

｢使
用
料
｣
と
す
る
｡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
号

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(

平
成
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

宿
泊
施
設
等(

宿
泊
施
設
及
び
附
属
施
設
設
備
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に

限
り｣

を
削
る
。

第
五
条
中｢

別
表
第
一
二｣

を｢

別
表
一
の
表｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中｢

の
宿
泊
施
設
等｣

を
削
る
。

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で

削
除

第
十
六
条
中｢

別
表
第
一
一
備
考
第
二
号｣

を｢

別
表
一
の
表
備
考
第
四
号｣

に
、｢

身
体
に
障
害

が
あ
る
者
で｣

を
削
り
、｢

も
の
と｣

を｢

者｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
注
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
注
、
別
記
第
二
号
様
式
注
及
び
別
記
第
四
号
様
式
注

中｢宿
泊
施
設
等
に
限
り
､
指
定
管
理
者
｣

を｢指
定
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
四
号

環
境
基
本
法(

平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
表
の
水
域
の

欄
に
掲
げ
る
公
共
用
水
域
が
該
当
す
る
水
域
類
型(

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て(

昭
和
四

十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
。
以
下｢

環
境
庁
告
示｣

と
い
う
。)

別
表
二
に
掲
げ
る
類
型
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

を
別
表
の
該
当
類
型
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
域
類

型
に
係
る
基
準
値
の
達
成
期
間
を
同
表
の
達
成
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表公
共
用
水
域
が
該
当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
の
指
定

備
考

該
当
類
型
の
分
類
は
、
環
境
庁
告
示
別
表
２
の
１
の�
河
川(

湖
沼
を
除
く
。)

イ
の
表
の
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類
型
を
示
す
。

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
五
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

関
市
武
芸
川
町
谷
口
字
西
大
洞
一
〇
七
九
の
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
十
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
三
・
七
四
号
水
野

町
線
及
び
三
・
六
・
五
六
号
新
本
町
市
橋
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
六
月
十
六
日
か
ら

同

三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
恵
那
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

恵
那
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

恵
那
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
五
・
九
号
御

所
の
前
牧
田
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら

同

二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し
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公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
な
が
る
い
の
ち
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

松
原

弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
中
津
川
二
三
九
五
番
地
の
一
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
中
津
川
市
民
に
対
し
て
地
域
活
性
化
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
市
民
が
自
ら
動
い
て
笑
顔
あ
ふ
れ
る
楽
し
い
街
づ

く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
及
び
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ゲ
ン
キ
ー
関
広
見
店

関
市
広
見
字
川
口
一
一
七
番
一

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
九
日

五

店
舗
面
積

一
、
九
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
三
八
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

○
肉
用
子
牛
生
産
者
補
給
金
等
業
務
を
行
う
協
会
の
指
定
解
除

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法(

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
法
第
六
条
第
一
項
の
指
定
を
解
除
し
た
の
で
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
し
た
法
人

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
団
法
人
岐
阜
県
畜
産
協
会

二

指
定
解
除
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
瑞
浪
東
部
地
区
清
水
木
ノ
暮
工
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
五
年
三
月
四
日
に
し

た
の
で
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

平成25年３月19日 岐 阜 県 公 報 第２４２９号( 199 )



り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

一
等
磁
気
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
か
ら

同

二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

下
呂
市

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

西
濃
及
び
揖
斐
総
合
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

1,336,339kW
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
24年
12月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
25年
２
月
21日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
６
番
３
号

株
式
会
社
エ
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役
社
長
池
辺
裕
昭

６
落
札
金
額
28,367,787円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
西
濃
振
興
局
振
興
課

�
所
在
地
大
垣
市
江
崎
町
422番

地
３
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平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


